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エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

定
義

使
用
の
合
理
化
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
熱
は
、
燃
料
を
熱
源
と
す
る
熱
に
代
え
て
使
用
さ
れ
る
熱
の
み
を
発
生
さ
せ
る

設
備
か
ら
発
生
す
る
熱
で
あ
っ
て
、
当
該
熱
を
発
生
さ
せ
た
者
が
自
ら
使
用
す
る
又
は
当
該
熱
の
み
を
供
給
す
る
者
か
ら
当

該
熱
の
供
給
を
受
け
た
者
が
使
用
す
る
熱
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
第
一
項
関
係
）

第
二

工
場
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
量

工
場
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
年
度
の
使
用
量
は
、
当
該
年
度
に
お
い
て
使
用
し
た
燃
料
の
量
並
び
に
当
該
年
度
に
お
い

て
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
熱
及
び
電
気
の
量
を
そ
れ
ぞ
れ
原
油
の
数
量
に
換
算
し
た
量
を
合
算
し
た
量
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
一
項
関
係
）

第
三

第
一
種
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
指
定
工
場
の
指
定
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
量

第
一
種
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
指
定
工
場
の
指
定
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
年
度
の
使
用
量
は
、
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量

の
数
値
で
三
千
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
二
項
関
係
）

第
四

エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
者
の
選
任
基
準
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コ
ー
ク
ス
製
造
業
等
の
第
一
種
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
指
定
工
場
と
そ
れ
以
外
の
第
一
種
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
指
定
工
場
に
区
分

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
に
応
じ
た
数
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
者
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
士
免
状
の
交

付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

第
五

第
二
種
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
指
定
工
場
の
指
定
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
量

第
二
種
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
指
定
工
場
の
指
定
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
年
度
の
使
用
量
は
、
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量

の
数
値
で
千
五
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

第
六

登
録
調
査
機
関
の
登
録
の
有
効
期
間

登
録
調
査
機
関
の
登
録
の
有
効
期
間
は
、
三
年
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
関
係
）

第
七

特
定
貨
物
輸
送
事
業
者
の
指
定
に
係
る
貨
物
の
輸
送
の
区
分
、
輸
送
能
力
及
び
基
準

特
定
貨
物
輸
送
事
業
者
の
指
定
に
係
る
貨
物
の
輸
送
の
区
分
、
輸
送
能
力
及
び
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
鉄
道
に
よ
る
貨
物

の
輸
送
等
、
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
車
両
で
あ
っ
て
貨
物
の
輸
送
の
用
に
供
す
る
も
の
の
数
等
及
び
三
百
両
以
上
等
と
す

る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

第
八

特
定
貨
物
輸
送
事
業
者
等
に
対
す
る
命
令
に
際
し
意
見
を
聴
く
審
議
会
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特
定
貨
物
輸
送
事
業
者
等
に
対
す
る
命
令
に
際
し
意
見
を
聴
く
審
議
会
は
、
交
通
政
策
審
議
会
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

第
九

貨
物
輸
送
事
業
者
に
輸
送
さ
せ
る
貨
物
の
輸
送
量

貨
物
輸
送
事
業
者
に
輸
送
さ
せ
る
貨
物
の
年
度
の
輸
送
量
は
、
当
該
年
度
に
お
い
て
貨
物
輸
送
事
業
者
に
輸
送
さ
せ
る
貨

物
ご
と
に
、
当
該
貨
物
の
重
量
に
当
該
貨
物
を
輸
送
さ
せ
る
距
離
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
量
を
算
定
し
、
当
該
貨
物
ご
と
に
算

定
し
た
量
を
合
算
し
て
得
ら
れ
る
量
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
第
一
項
関
係
）

第
十

特
定
荷
主
の
指
定
に
係
る
貨
物
輸
送
事
業
者
に
輸
送
さ
せ
る
貨
物
の
輸
送
量

特
定
荷
主
の
指
定
に
係
る
貨
物
輸
送
事
業
者
に
輸
送
さ
せ
る
貨
物
の
輸
送
量
は
、
三
千
万
ト
ン
キ
ロ
以
上
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
第
二
項
関
係
）

第
十
一

特
定
荷
主
に
対
す
る
命
令
に
際
し
意
見
を
聴
く
審
議
会

特
定
荷
主
に
対
す
る
命
令
に
際
し
意
見
を
聴
く
審
議
会
は
、
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
、
財
政
制
度
等
審
議
会
、
国

税
審
議
会
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
及
び
交
通
政
策
審
議
会
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
関
係
）
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第
十
二

特
定
旅
客
輸
送
事
業
者
の
指
定
に
係
る
貨
物
の
輸
送
の
区
分
、
輸
送
能
力
及
び
基
準

特
定
旅
客
輸
送
事
業
者
の
指
定
に
係
る
貨
物
の
輸
送
の
区
分
、
輸
送
能
力
及
び
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
鉄
道
に
よ
る
旅
客

の
輸
送
等
、
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
車
両
で
あ
っ
て
旅
客
の
輸
送
の
用
に
供
す
る
も
の
の
数
等
及
び
三
百
両
以
上
等
と
す

る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

第
十
三

特
定
航
空
輸
送
事
業
者
の
指
定
に
係
る
輸
送
能
力
及
び
基
準

特
定
航
空
輸
送
事
業
者
の
指
定
に
係
る
輸
送
能
力
及
び
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
の

最
大
離
陸
重
量
の
合
計
及
び
九
千
ト
ン
以
上
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
関
係
）

第
十
四

特
定
建
築
物
の
直
接
外
気
に
接
す
る
屋
根
等
に
つ
い
て
行
う
修
繕
等
の
規
模

特
定
建
築
物
の
直
接
外
気
に
接
す
る
屋
根
等
に
つ
い
て
行
う
修
繕
等
の
規
模
が
、
修
繕
等
に
係
る
部
分
の
面
積
の
合
計
で

二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
等
は
、
特
定
建
築
物
に
係
る
届
出
等
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
関
係
）

第
十
五

空
気
調
和
設
備
等
の
改
修

特
定
建
築
物
に
設
け
た
空
気
調
和
設
備
等
の
改
修
が
、
空
気
調
和
設
備
の
熱
源
機
器
で
あ
っ
て
取
替
え
に
係
る
も
の
の
定

格
出
力
の
合
計
で
三
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の
等
は
、
特
定
建
築
物
に
係
る
届
出
等
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
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（
第
十
九
条
関
係
）

第
十
六

届
出
等
を
要
し
な
い
建
築
物

特
定
建
築
物
に
係
る
届
出
等
を
要
し
な
い
建
築
物
は
、
文
化
財
保
護
法
の
規
定
に
よ
っ
て
国
宝
等
と
し
て
指
定
等
さ
れ
た

建
築
物
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
関
係
）

第
十
七

特
定
機
器

乗
車
定
員
が
十
一
人
以
上
の
乗
用
自
動
車
等
を
特
定
機
器
の
対
象
範
囲
を
拡
大
し
て
特
定
機
器
と
す
る
と
と
も
に
、
電
子

レ
ン
ジ
等
を
特
定
機
器
に
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
関
係
）

第
十
八

特
定
機
器
の
製
造
事
業
者
等
に
係
る
勧
告
及
び
命
令
の
要
件

特
定
機
器
の
製
造
事
業
者
等
に
係
る
勧
告
及
び
命
令
の
要
件
は
、
生
産
量
又
は
輸
入
量
が
、
乗
車
定
員
十
一
人
以
上
の
乗

用
自
動
車
に
つ
い
て
は
三
百
五
十
台
以
上
、
電
子
レ
ン
ジ
に
つ
い
て
は
三
千
台
以
上
等
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
関
係
）

第
十
九

報
告
及
び
立
入
検
査

一

第
一
種
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
指
定
工
場
等
の
指
定
等
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
事
業
者
に
対
し
立
入
検
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査
で
き
る
項
目
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
第
二
十
四
条
関
係
）

二

エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
者
等
の
選
任
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
事
業
者
に
対
し
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査

で
き
る
項
目
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
関
係
）

三

輸
送
に
係
る
措
置
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
輸
送
事
業
者
又
は
荷
主
に
対
し
報
告
徴
収
及
び
立
入
検

査
で
き
る
項
目
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
―
第
三
十
条
関
係
）

第
二
十

権
限
の
委
任

輸
送
に
係
る
措
置
等
の
関
係
大
臣
の
権
限
を
地
方
支
分
部
局
の
長
に
委
任
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
関
係
）

第
二
十
一

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二
十
二

附
則

こ
の
政
令
の
施
行
期
日
及
び
こ
の
政
令
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
規
定
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
―
附
則
第
十
一
条
関
係
）


